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令和７年11月５日（水曜日） 

───────────────────── 

   午前10時０分開会 

──────────────── 

会議に付した案件   

○概要説明 

 福祉保健部 

 １．本県の外国人介護人材の状況 

 ２．課題と取組 

 ３．インドネシアにおける「介護の仕事ｉｎ  

   Ｍｉｙａｚａｋｉ魅力ＰＲ事業」活動報 

   告 

 商工観光労働部 

 １．本県の外国人材受入れ状況 

 ２．外国人材の受入・確保等に関する取組 

 農政水産部 

 １．農業における外国人材確保の取組につい 

   て 

 ２．漁業における外国人材確保の取組につい 

   て 

 県土整備部 

 １．建設業における外国人材の確保の取組に 

   ついて 

 ２．公営住宅の目的外使用について 

○協議事項 

 １．次回委員会について 

 ２．その他 

──────────────── 

出 席 委 員（10人） 

  委 員 長   本 田 利 弘 

  副 委 員 長   山 内 いっとく 

  委      員   山 下 博 三 

  委      員   二 見 康 之 

  委      員   齊 藤 了 介 

  委      員   黒 岩 保 雄 

  委      員   渡 辺 正 剛 

  委      員   今 村 光 雄 

  委      員   永 山 敏 郎 

  委      員   前屋敷 恵 美 

欠 席 委 員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

説明のため出席した者 

 福祉保健部 

  福 祉 保 健 部 長   小 牧 直 裕 

  福祉保健部次長 
             市 成 典 文 
  （ 福 祉 担 当 ） 

  福 祉 保 健 課 長   北 薗 武 彦 

  長 寿 介 護 課 長   井 上 裕 二 

 

 商工観光労働部 

  商工観光労働部長   児 玉 浩 明 

  商工観光労働部次長   松 浦 好 子 

  観光経済交流局長   鬼 塚 保 行 

  商 工 政 策 課 長   河 村 直 哉 

  雇用労働政策課長   湯 浅   聡 

  観 光 推 進 課 長   矢 越 智 郁 

  企 業 振 興 課 長   徳 地 清 孝 

  国際・経済交流課長   牧   浩 一 

 

 農政水産部 

  農 政 水 産 部 長   児 玉 憲 明 

  農政水産部次長 
             原 田 大 志 
  （ 総 括 ） 

  県参事兼農政水産部次長 
             柳 田   敬 
  （ 技 術 ） 

  農 村 振 興 局 長   戸 髙 久 吉 

  水 産 局 長   西 府 稔 也 

  農 政 企 画 課 長   梶 原 正太郎 

  担い手農地対策課長   堀ノ内   修 

  水 産 政 策 課 長   西 田 貴 亮 
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 県土整備部 

  県 土 整 備 部 長   桑 畑 正 仁 

  県土整備部次長 
             海 野 由 憲 
  （ 総 括 ） 

  県土整備部次長 
             中 原   学 
  (道路･河川･港湾) 

  県土整備部次長 
             迫   節 夫 
  (都市計画･建築) 

  管 理 課 長   小 薗 真 二 

  技 術 企 画 課 長   植 村 幸 治 

  建 築 住 宅 課 長   松 田 真 二 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  政策調査課主任主事   唐 﨑 吉 彦 

  政 策 調 査 課 主 幹   野 中 啓 史 

───────────────────── 

○本田委員長 ただいまから外国人材確保・雇

用対策特別委員会を開会します。 

 まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）を御覧くださ

い。 

 本日は、概要説明として、執行部が入れ替わ

る形で福祉保健部、商工観光労働部、農政水産

部、県土整備部に御出席をいただき、外国人材

の受入れ・確保に関する取組について説明を受

けることとしております。 

 次に、執行部への質疑が終了し、退室しまし

たら、４、協議事項において、次回の委員会で

調査する内容等について御協議いただきたいと

存じます。このように進めたいと存じますが、

よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長 それでは、そのように決定いた

します。 

 では、執行部入室のため暫時休憩といたしま

す。 

   午前10時１分休憩 

───────────────────── 

   午前10時２分再開 

○本田委員長 委員会を再開いたします。 

 本日は、初めに福祉保健部に御出席をいただ

きました。執行部の皆さんの紹介につきまして

は、お手元に配付の配席表に代えさせていただ

きたいと存じます。 

 それでは、概要説明をよろしくお願いいたし

ます。 

○小牧福祉保健部長 福祉保健部でございます。

よろしくお願いいたします。 

 資料の２ページを御覧ください。 

 本日の福祉保健部の説明事項は、Ⅰ、本県の

外国人介護人材の状況、Ⅱ、その課題と取組、

Ⅲ、インドネシアにおける「介護の仕事ｉｎ 

Ｍｉｙａｚａｋｉ魅力ＰＲ事業」活動報告

の３点となります。 

 少子高齢化による人口減少が進行する中、

様々な分野で担い手不足の状況ではございます

が、特に介護分野でも人材確保は重要な課題と

なっております。本日は介護人材を取り巻く現

状と、これを踏まえました人材確保の取組につ

きまして御説明をさせていただきます。 

 詳細につきましては、この後、長寿介護課長

より御説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

○井上長寿介護課長 長寿介護課より説明いた

します。 

 資料の３ページを御覧ください。 

 県内の介護人材の状況についてであります。 

 （１）の介護人材数の推移ですが、過去５年

の状況をお示ししております。令和５年度は前

年に比べ減少しており、今後も安定的な人材確
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保が必要であります。 

 続いて、（２）の介護人材の需給推計であり

ます。 

 これは、緑色のグラフが必要とされる介護職

員数、青色のグラフが実際に働く介護職員数を

推計したものとなります。赤色の折れ線グラフ

が需要と供給の差であり、来年度には約2,600人、

2040年には約7,800人の不足が見込まれておりま

す。 

 資料の４ページを御覧ください。 

 県内の外国人介護人材の状況についてであり

ます。 

 最新の令和６年12月時点で718人と、１年間で

倍増しております。 

 国籍別では、黄色の線のミャンマーがこの

１年で急増し、次いで、赤色の線のインドネシ

アが続いており、この２か国で全体の約５割を

占めております。 

 （２）の在留資格別では、特定技能が約６割

を占めております。介護分野における特定技能

は、介護に関する日本語と介護技術の試験に合

格することが条件であり、介護現場での即戦力

として働ける人材と考えております。 

 資料の５ページを御覧ください。 

 外国人介護人材確保に係る課題と取組につい

てであります。 

 これまで県では、参入促進、労働環境や処遇

の改善、資質の向上の３つの視点から国内人材

確保等の総合的な取組を講じてきましたが、な

お人材不足は深刻な状況であります。国内人材

だけでなく、外国人介護人材についても、質と

量の両面を確保できるよう、確保と定着支援の

両面から取組を進める必要があります。 

 確保に関しましては、国内外で人材獲得競争

が激化している中、送出国の経済状況や対象人

材に応じたアプローチや、宮崎県での就労や生

活水準について知ってもらう取組が求められま

す。 

 定着支援に関しましては、外国人材が安心し

て働けるような職場環境や生活環境の整備、国

家資格取得などのキャリアアップの支援など、

外国人材を受け入れる介護事業者に対する支援

とともに、外国人材への支援も必要であると考

えます。 

 続いて、その下の資料は、長寿介護課におけ

る取組をフロー図で示したものになります。縦

軸には、情報提供から具体的な実行支援、横軸

には、確保から定着へと、それぞれの段階で必

要となる取組を実施しております。 

 資料の６ページを御覧ください。 

 先ほどフロー図で示した事業について、具体

的な内容と昨年度の実績を示しております。 

 まず、「介護福祉士をめざす外国人留学生の

受入支援事業」であります。 

 これは、介護福祉士養成施設が外国人留学生

を確保するために行う海外現地学校でのＰＲ活

動等に係る経費の一部を助成するとともに、そ

の一つ下の事業となりますが、介護福祉士を目

指す外国人留学生に対して、介護事業所が支給

する奨学金等の一部を助成するものであります。 

 次に、上から３つ目の「外国人介護人材受入

施設等環境整備事業」と、その１つ下の「外国

人介護人材住居確保支援事業」では、外国人材

を受け入れる介護事業所等が負担する翻訳機な

どの機材購入や、外国人材の資格取得支援のた

めの研修費用、さらには、外国人材受入れのた

めに事業所が負担する家賃や寮整備などの経費

に対して補助を行うものです。 

 下から３つ目の「外国人介護人材定着支援事

業」では、介護に関する日本語研修等をオンラ
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インで実施するとともに、外国人材の交流を兼

ねて、２回、対面の集合研修も実施しておりま

す。昨年度は定員を超える申込みがあり、46名

が受講しております。 

 次に、下から２つ目の「外国人介護人材マッ

チング支援事業（介護の仕事ｉｎ Ｍｉｙａｚ

ａｋｉ魅力ＰＲ事業）」では、海外現地の送出

機関等において、宮崎県や宮崎での介護の仕事

のＰＲを実施するもので、令和６年度より実施

し、昨年度はベトナムを訪問しております。今

年度訪問したインドネシアでの実施状況につい

ては、後ほど御説明いたします。 

 「外国人介護人材マッチング支援事業（特定

技能外国人材マッチング支援事業）」では、外

国人材受入れ制度に関する説明会から実際のマ

ッチング、雇用契約や入国支援まで一貫した支

援を行うもので、人材紹介会社へ委託して実施

しております。昨年度は、11法人と外国人材36

人とのマッチングが成立しており、そのうち

９法人が初めて外国人材を受け入れております。 

 資料の７ページを御覧ください。 

 インドネシアにおける「介護の仕事ｉｎ Ｍ

ｉｙａｚａｋｉ魅力ＰＲ事業」について御説明

いたします。 

 １の概要、（１）目的にありますとおり、介

護人材送出機関において、宮崎県での介護の仕

事についてＰＲするとともに、経営者との意見

交換や学生との交流を通し、宮崎県や介護の仕

事に関する理解を深めてもらい、宮崎県を選ん

でもらう外国人材の拡大を図ることを目的に実

施いたしました。 

 実施時期は、８月18日から22日の５日間で、

県内介護事業者５者も同行しております。スケ

ジュールにありますとおり、ジャカルタ市内の

５つの送出機関を訪問しております。 

 資料の８ページを御覧ください。 

 事業全体の活動内容について御説明します。 

 ①のＰＲ動画の制作及びＳＮＳでの発信であ

ります。 

 県内で働くインドネシア人の仕事内容やプラ

イベートの過ごし方などについてインタビュー

し、働いている姿を取材した動画となっており

ます。このＰＲ動画は、インドネシアを対象に、

訪問前の７月に１週間、８月に２週間、ユーチ

ューブ広告を実施しております。 

 訪問時、この動画を視聴した学生たちも、同

国の先輩職員の話に大変興味を持つなど、具体

的に宮崎県をイメージしてもらう、非常に効果

的な手段であると考えます。 

 次に、②のＰＲ資料作成であります。 

 ＰＲのためのポスターを作成し、訪問した送

出機関に掲示してもらったり、宮崎県の気候や

生活のしやすさなどの紹介や同行した介護事業

所の紹介資料をインドネシア語で作成し、学生

の前で説明を行いました。 

 資料の９ページを御覧ください。 

 訪問した際の様子になります。 

 経営者との意見交換会では、インドネシアで

は人口が世界第４位と非常に多く、若者の失業

率が高いことから、国策で海外への人材送り出

しに力を入れていることや、インドネシア人は

人間関係やコミュニティーを重要視することな

どといった、今後のＰＲ活動や受入れ体制を検

討する上で参考になる情報を得ることができま

した。 

 資料の10ページを御覧ください。 

 同行した参加事業者へのアンケート結果にな

ります。 

 外国人材受入れに関する課題として、外国人

材の生活支援のための体制整備、受入れに関す
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る相談機関や受入れ制度の正確な理解が必要な

どといった回答がありました。 

 今後の受入れの意向については、全ての事業

者が外国人材受入れに前向きに検討しており、

来年度からの受入れに具体的に動いている事業

者もあります。 

 最後に、県に期待することですが、ＰＲ活動

の継続や受入れ事業者の横のつながりを求める

声がありました。 

 資料の11ページを御覧ください。 

 訪問先の学生に対してのアンケートの結果に

なります。 

 左下のＰＲを受けて、宮崎県の気候や生活費、

宗教への配慮などを理由に、約９割の学生が宮

崎県に行ってみたいと回答しております。 

 右上のＰＲに関しては、宮崎県の食べ物や自

然が印象深かったこと、さらに宮崎県での生活

についてもっと知りたいという回答が一番多く

なっております。 

 日本での就労先を選ぶときには、会社の雰囲

気や会社からの支援体制を８割近い学生が重視

していることが分かりました。給与や勤務地も

大切ではありますが、受入れ体制の環境整備を

推進し、よりＰＲしていく必要があると考えま

す。 

 資料の12ページを御覧ください。 

 今回のＰＲ事業の成果と今後の展開でありま

す。 

 （１）成果としては、訪問した送出機関の関

係者がすぐに来県し、介護事業所を訪問するな

ど、関係構築に寄与できたと考えております。 

 また、参加事業者が実際に外国人材受入れに

動き出すなど、受入れの加速化が進むとともに、

事業者同士のつながりもでき、今後の横展開も

期待できると考えております。さらに、現地に

おいて送り出しの状況を直接意見交換できたこ

とで、ＰＲポイントの明確化につながったと考

えております。 

 （２）の今後の展開としては、今回訪問した

インドネシアにおける状況や成果等を整理する

とともに、他国の情報収集も行い、ターゲット

国や地域を見極めていく必要があると考えてお

ります。 

 また、今回、非常に好評であったＰＲ動画に

ついて、今後も継続的に活用し、外国人材自身

のネットワークを通じた口コミ効果などを生か

していきたいと考えております。 

 そして、今回のＰＲ事業を通して強く認識し

たのが、外国人材受入れ体制構築の強化であり

ます。介護事業者自身の制度に対する理解を深

めるとともに、外国人材のキャリアアップ支援

や職場環境・生活環境が整えられるよう、事業

者に対する支援を継続し、外国人材が安心して

長く活躍できる環境を整備していく必要がある

と考えます。 

 本県が外国人介護人材にとって選ばれる地域

となるよう、引き続き、外国人介護人材の確

保・定着の取組を進めてまいります。 

○本田委員長 御説明ありがとうございます。 

 執行部の説明が終わりました。委員の皆様か

ら御意見、御質疑がございましたら、御発言を

お願いいたします。 

○二見委員 インドネシアに行かれた県内介護

事業者について、募集の方法と、どの事業者が

行かれたのかを教えてもらえますか。 

○井上長寿介護課長 ５者の事業者についてで

すが、まず、過去に外国人材を受け入れたこと

のある事業者については、インドネシアから新

たに人材を受け入れる準備を進めていることを

把握しております。 
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○二見委員 どのように５者を選んだのか、そ

して、５者の事業者の名称を知りたいのですが。 

○井上長寿介護課長 申し訳ありません。この

５者の事業者は、募集による先着順で決めてお

ります。 

 事業者名は、三股町のｍａｒｂｌｅというデ

イサービスの事業者、宮崎市のはるのもりとい

うデイサービスの事業者、串間市のメソテース

という認知症のグループホームの事業者、都城

市のまごころサービスという有料老人ホームの

事業者、宮崎市の宮崎医福サービスという小規

模多機能事業所を複数経営されている事業者の

５者となっております。 

○二見委員 この５者に対するアンケート結果

が出ていますが、今後の外国人材受入れの意向

という項目についてはアンケートを取る意味が

ないと思ったんです。もともと意識を持ってイ

ンドネシアに行っているのだから、全く興味あ

りませんということはないわけですよね。 

 要するに、小規模事業者でなかなか外国人材

の確保にまで手が回らなかったり、受入れのノ

ウハウが無いため手探りでやっているようなと

ころに対して、もっと県のほうからしっかり情

報提供できるようなサポート体制をつくろうと

いうことで、各種事業を実施してもらっている

のだと思います。 

 だから、そこにつながるように、今後も取り

組んでいただきたいということはもちろんなん

ですが―宮崎県として県内の事業者にどのよ

うに情報提供をしていくかというところだと思

いますから、先着順というだけではなくて、地

域ごとでもいいし、業界団体もありますから、

そういったところを通じて事業の紹介や、受入

れのメリット、デメリットなどをしっかり情報

提供していけるような体制を取っていただきた

いということです。これは要望になりますので、

お願いいたします。 

○黒岩委員 10ページの、インドネシアにおけ

る事業に参加した事業者へのアンケートで、外

国人材受入れに関する相談ができる機関が必要

だという回答や、受入れ制度の正確な理解が必

要だという回答があるのですが、一方で、12

ページの今後の県としての展開を見ますと、そ

れに応えているような施策がないように思える

のですが、どのように対応される予定なのでし

ょうか。 

○井上長寿介護課長 長寿介護課としては、例

えば、６ページの表の一番下に記載のある特定

技能外国人材マッチング支援事業では、小規模

事業者に対しても、特定技能外国人の受入れ制

度に関する説明から、実際の受入れ手続までの

伴走的な支援を行っております。 

 また、５ページに記載がありますが、産業政

策課による宮崎県外国人材受入・定着支援セン

ターにて、介護や農業、製造業など、様々な業

種での受入れや定着に向けての相談を受け付け

ておりますので、こちらを紹介することになろ

うかと思います。 

○黒岩委員 産業政策課が横串を通すような施

策を担うことには期待しております。例えば、

外国人の方が公営住宅に入居する際の手続です

と、建築住宅課さんは、目的外使用にあたるた

め積極的には勧めませんというスタンスですか

ら、庁内で連絡会議のようなものを立ち上げて、

それぞれの課から課題などを抽出し、産業政策

課が方向性を示すような全庁的な取組の推進も

要望させていただきます。 

○本田委員長 ほかに委員の皆様はよろしいで

すか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○本田委員長 特にないようですので、これで

福祉保健部の質疑を終了したいと思います。執

行部の皆様は御退席いただいて結構です。お疲

れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

   午前10時24分休憩 

───────────────────── 

   午前10時26分再開 

○本田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 次に、商工観光労働部に御出席をいただきま

した。執行部の皆さんの紹介につきましては、

お手元に配付の配席表に代えさせていただきた

いと存じます。 

 それでは、商工観光労働部の概要説明をお願

いいたします。 

○児玉商工観光労働部長 おはようございます。

商工観光労働部長の児玉でございます。本日は

どうぞよろしくお願いいたします。 

 着座して説明させていただきたいと思います。 

 本日は、外国人材の受入・確保等に関する商

工観光労働部の取組について御説明をさせてい

ただきます。 

 また後ほど担当課長から資料の説明をさせま

すが、資料の３ページを見ていただくと、今年

の５月に総合政策部が本委員会で御説明した内

容を抜粋しておりますが、御覧のとおり、本県

の人口予測において、2050年には79万7,000人ま

で減少する見込みが示されております。また、

これに併せて、２の本県の就業人口推計を見て

いただくと、2020年に54万2,000人であるところ、

2040年には41万3,000人に減少すると推計されて

おります。 

 このような人口減少、少子高齢化、そして労

働人口の減少が見込まれている中で、本県経済

の活性化を図っていく上では、私ども商工観光

労働部といたしましては、企業における自動化

や省力化、ＤＸの推進などによる生産性の向上

が大変重要な取組であると考えており、その支

援をさせていただいているところです。 

 また、県内の人材確保というところで、若者

の県内就職や移住、ＵＩＪターンの促進、女性

や高齢者の就労促進のための取組を進めている

ところです。 

 そして、本日御説明させていただく外国人材

の関係ですが、やはり外国人材の活用と活躍促

進については大変重要な課題であると私どもは

考えております。 

 そこで、本日は、資料の２ページの目次にあ

りますとおり、本県の外国人材受入れ状況と外

国人材の受入・確保等に関する取組について、

担当課長から説明させますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○湯浅雇用労働政策課長 雇用労働政策課です。 

 資料の３ページを御覧ください。 

 Ⅰ、本県の外国人材受入れ状況についてです。 

 なお、ここから５ページまでは、令和７年

５月の特別委員会において、総合政策部が御説

明した資料を抜粋したものとなりますが、確認

の意味を含めまして、再度概要を説明させてい

ただきます。 

 先ほど部長のほうからもお話がありました

が、３ページ上の表のとおり、本県の人口は減

少が続いており、2050年の予測では、79万7,000

人となっております。また、下の表のとおり、

本県の就業人口は、県の推計では、2040年に41

万3,000人まで減少するとされております。 

 ４ページを御覧ください。 

 主な産業別の外国人労働者数について、上の

表のとおり、製造業、農業・林業、建設業の順
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となっております。また、下の表のとおり、外

国人労働者を雇用する事業所数について、いず

れの産業においても、外国人労働者数と同様に

年々増加しております。 

 製造業におきましては、これまで各企業にお

いてノウハウを蓄積しながら、外国人材の確保

を行っているところですが、新たに外国人採用

を検討している企業につきましては、今年度か

ら設置しております外国人材受入・定着支援セ

ンターにおいて支援を行っているところです。 

 本県の外国人材受入れ状況につきましては以

上です。 

 続きまして、５ページを御覧ください。 

 Ⅱ、外国人材の受入・確保等に関する取組に

ついてです。 

 ５月に開催された特別委員会において、総合

政策部から庁内各課における関連事業が説明さ

れておりますが、商工観光労働部におきまして

は、赤枠で囲った２つの事業を実施しておりま

す。 

 このうち、雇用労働政策課からは、上段に記

載されている「外国人留学生等就職・採用支援

事業」について御説明いたします。 

 ６ページを御覧ください。 

 （１）外国人留学生等の就職・採用に関する

取組についてです。 

 まず、①現状についてです。 

 外国人留学生とは、出入国管理及び難民認定

法に定められる留学の在留資格により、日本国

内の大学等において教育を受けている外国人学

生を指します。 

 左のグラフを御覧ください。こちらは、過去

５年間の県内の外国人留学生数の推移です。コ

ロナ禍で減少した留学生数は回復基調にあるも

のの、いまだコロナ禍前の水準までは回復し切

れていない現状がございます。 

 右のグラフを御覧ください。同じく九州・沖

縄及び全国の推移となります。こちらも留学生

数は増加傾向であり、昨年度の調査では、コロ

ナ禍前を上回っている状況でございます。 

 ７ページを御覧ください。 

 次に、高度外国人材について御説明いたしま

す。 

 高度外国人材とは、日本国内または海外の大

学・大学院卒業と同程度の最終学歴を有し、技

術・人文知識・国際業務、いわゆる技・人・国

等の在留資格により、専門知識を生かした職に

従事する方を指します。 

 留学生が日本企業へ就職する場合、在留資格

の変更が必要であり、法務省のデータによりま

すと、留学生全体の82.3％が在留資格を技・

人・国へ変更し、日本企業に就職しております。 

 左の表を御覧ください。宮崎労働局が公表し

ている、過去５年間の県内の専門的・技術的分

野の在留資格者数の推移です。同局の定義では、

技・人・国、特定技能、その他を合わせた人数

となっており、その内訳ごとに色分けして示し

ております。 

 右の表も同じく過去５年間の九州・沖縄及び

全国の推移です。九州・沖縄が青色、全国につ

いては、技・人・国等の内訳ごとに色分けして

示しております。 

 本県における専門的・技術的分野の在留資格

者は、九州・沖縄及び全国と同様、増加傾向に

ありますが、技・人・国の割合は、全国と比較

して少なく、逆に特定技能の割合が多くなって

おります。 

 現状、県内企業においては、エンジニア等の

専門職や、海外担当の営業職などに従事する

技・人・国の外国人材の受入れが、全国の割合
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と比較すると少ない状況となっております。 

 ８ページを御覧ください。 

 ②課題についてです。 

 県では、留学生を新たに雇用する企業の掘り

起こし等を目的として、高度外国人材の採用に

関し、企業向けアンケートを実施しております。 

 調査結果を見ますと、高度外国人材を採用す

る際に苦労しそう、または不安な点として、赤

枠で囲っております「高度外国人材も満足でき

るキャリアプランの提示ができない」や「高度

外国人材との出会いの場が少ない」といった高

度外国人材の受入れ特有のものから、「日本語

力の不足」や「文化や価値観の違い」といった

技能実習生等の受入れにも共通するものまで、

企業は様々な悩みを抱えていることが分かりま

す。県といたしましては、こうした不安を取り

除くための、個々の企業の実態に応じたきめ細

かな支援が必要と考えおります。 

 ９ページを御覧ください。 

 ③取組内容についてです。 

 まず、企業向けの取組ですが、コンサルティ

ングなど企業ごとの個別支援や、採用計画作成

から個別面接の実施まで、伴走型の支援を実施

する個別マッチング、採用・定着のポイントに

関するセミナー等の開催などを実施しておりま

す。 

 10ページを御覧ください。 

 次に、留学生向けの取組ですが、就職相談

サービスや初期の相談から個別面接まで実施す

る個別マッチング、日本での就職活動の方法等

に関する理解を深めるためのセミナー等の開催

などを実施しております。 

 いずれの取組も、今年度９月末時点において、

おおむね昨年度１年間と同程度かそれ以上の実

績となっているところです。これは、支援対象

の留学生の数自体が、コロナ禍等の影響を受け

た昨年度より増加したことや、セミナー等の開

催により高度外国人材や本事業の認知度が上が

ったことなどの理由が考えられます。 

 雇用労働政策の説明は以上です。 

○矢越観光推進課長 資料の11ページをお願い

いたします。 

 宿泊業の人材確保に向けた取組についてでご

ざいます。 

 まず、①の現状についてであります。 

 県内の宿泊施設は、令和６年８月に宮崎県ホ

テル旅館生活衛生同業組合が行ったアンケート

調査において、回答した施設のうち、約６割の

施設で人手不足の状況にあります。 

 また、同調査において、県内宿泊施設のうち、

現時点で外国人材を雇用・募集している施設が

約３割、今後、外国人材の採用を検討している

施設が約３割となっておりまして、県内でも多

くの宿泊施設で外国人材の活用や検討が進んで

きている状況となっております。 

 次に、②の課題についてであります。 

 上記の現状のとおり、県内の宿泊施設は人手

不足により厳しい経営環境にありまして、外国

人材を含めた人材の確保が必要な状況となって

おります。昨年度、「観光人材確保緊急対策事

業」に取り組みまして、宿泊事業者や高校、専

門学校、大学などと様々な意見交換を行う中で、

インターンシップ受入れや新卒者を対象とした

就職説明会等に参加する県内宿泊施設が限られ

ているとの御意見があったことから、外国人材

を含めて、県内宿泊施設への就職につなげる県

全体での取組が必要であると考えております。 

 12ページをお開きください。 

 次に、③の取組内容についてであります。 

 これまでの現状や課題に対応するため、県で
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は、県ホテル旅館生活衛生同業組合に補助を行

いまして、今年度から次のような取組を行って

いるところであります。 

 まず、アの宿泊事業者の就職面談会について

でありますが、外国人材を含む新卒者、中途採

用者を対象とした県内宿泊事業者のみが参加す

る就職面談会を開催し、17事業者、21施設が参

加したほか、求職者は58名が参加し、うち外国

人材につきましては、47名の参加があったとこ

ろでございます。 

 次に、イの外国人留学生の県内宿泊施設での

インターンシップ受入れについてでありますが、

県内学校でホテルやビシネス関連の分野を学ぶ

外国人留学生を対象としたインターンシップ受

入れを実施し、５宿泊施設で22名の外国人留学

生をインターンシップとして受け入れたところ

でございます。 

 最後に、ウの宿泊事業者に対する外国人材受

入れセミナーの開催につきましては、県内宿泊

施設における外国人材受入れを促進するため、

宿泊業の状況を踏まえた外国人材の採用方法な

どの内容でセミナーを実施しまして、13宿泊事

業者28名に御参加いただいたところであります。 

 なお、米印にありますとおり、10月31日

に２回目のセミナーを開催し、６事業者に参加

をいただいております。 

 県では現在、本県の観光需要をコロナ禍前の

水準に戻すことを最優先事項として取り組んで

いるところでありまして、そのための受入れ基

盤整備として、宿泊業の人材確保を図ることは

大変重要であると考えておりますことから、引

き続き、宿泊業の人材確保につながるよう取組

を進めてまいりたいと考えております。 

 説明は以上であります。 

○本田委員長  ありがとうございます。 

 執行部の説明が終わりました。委員の皆様か

ら御意見、御質疑等があればよろしくお願いい

たします。 

○山下委員 資料のデータで人口減少と共に就

業人口が急速に減っていくという統計が出てい

ます。宮崎県は中小企業が多いですが、このよ

うに見通しが明るくない中で、企業の皆さんか

ら将来的なＭ＆Ａや事業の断念といった相談も

あるのではないかと思うのですが、そのあたり

の状況を教えてください。 

○河村商工政策課長 中小企業の人手不足対策

でいいますと、一つの大きなテーマが生産性の

向上というところであり、少ない人手でも付加

価値をつけて売上げを上げていけるよう、我々

も補助金の面で支援をさせていただいておりま

す。 

 事業承継についても、相談件数は手元にござ

いませんが、支援をさせていただいております。 

○児玉商工観光労働部長 補足させていただく

と、事業承継については、中小企業診断士協会

に御協力いただきながら、県内の各市町村と連

携し、どういった事業者がいて、どのように事

業承継を望んでいらっしゃるのかを伺いながら、

丁寧に対応させていただいているところでござ

います。 

○山下委員 なぜこういう質問から入ったのか

というと、全国的に労働力が不足しているので

外国人材に頼らなければいけないという状況に

あるのですが、なかなか宮崎県が選ばれないと。

先日、我々もインドネシアの送出機関を調査し

たんですけれども、そこで研修生の皆さんから

いろいろと話を聞いたところ、なかなか宮崎県

のイメージが出てこないんです。九州だと福岡

県のイメージが強くインプットされているよう

な気がしました。 
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 10年前の状況とは違っていて、宮崎県の魅力

を伝える取組が遅れているところがあるのか、

それとも関東や関西の発信力が強くて地方に目

が向いていないのかなという思いを持ったとこ

ろでした。 

 では我々が何を努力すればいいのか。その辺

りも本日はお聞きすることになっていますけれ

ども、もう少し全国の情報を仕入れながら積極

的に取り組んでいかなければいけないと思うの

ですが、今後の取組についてお聞かせください。 

○児玉商工観光労働部長 外国人材の確保につ

きましては、山下委員がおっしゃったように、

本県のことをよく知っていただく必要があると

考えております。 

人材確保競争が大分厳しくなってきていると

認識しており、特に九州の一地域である宮崎県

について、どれだけ目を向けていただくか、ど

のように努力して周知していくかということは、

大変大事な取組だと考えております。 

外国人材との関係ですと、産業政策課が司令

塔になって、外国人材の確保について取り組む

ということになっており、その中で、まさに委

員がおっしゃったような視点も含めて、他の都

道府県の広報等も参考にしながら検討すべき課

題だと考えております。 

○山下委員 ぜひ前向きに進めてください。 

○二見委員 先ほど福祉保健部と話していたの

ですが、やはり宮崎県を認知してもらうことが

大事ということだったんです。現地の若者に対

してＰＲ動画を送っていて、その若者たちも宮

崎県ではどのような暮らしができるのかなどを

知りたいというようなニーズがあるわけです。

そのような場合に、宮崎県をＰＲする動画とい

うことになるので、商工観光労働部が中心とな

るのかなと。 

 動画は外国人観光客が訪れるような場所では

なく、宮崎に住むことのよさを伝えられるよう

な動画ということになると、また内容が変わっ

てくるのだろうと思うんです。 

 外国人材は、やっぱり働いてお金を稼ぎたい

わけなので、その辺りの情報収集とアウトプッ

トをして、他の部局とも連携しながら宮崎県の

ＰＲの要として取り組んでいただくことをお願

いしたいと思います。 

○児玉商工観光労働部長 二見委員から御指摘

いただいた実際に宮崎県に来ていただいてどう

いう働き方ができるのか、どのような暮らしが

あるのか、そして、どのようなサポートを受け

られるのかを知っていただくことが大事だと思

っています。 

 どうしても稼ぐことのできる金額だけですと、

ほかの県と比較したときに、本県は厳しい状況

にあります。そのような中で、言葉が適切か分

かりませんが、都会よりも宮崎県の方がその人

らしい暮らしができるといったところも含めて

アピールしなければ人材獲得競争には勝ち残れ

ないと考えておりますので、そのような視点も

含めてしっかり取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

○山下委員 昨日、都城市にある鶏の処理場を

経営する社長さんと話し合いをする場があった

のですが、従業員250名のうち100名が外国人だ

と聞いてびっくりしました。今の宮崎県の産業

は、特に食品製造業での単純作業というところ

だとなかなか日本人も来たがらないということ

で、宮崎県の経済をしっかりと育成し、存続さ

せていくためには、外国人に頼らないといけな

い産業構造になっているんです。 

 外国人材はインドネシアやミャンマーに移っ

てきており、近々インドという話も出ています
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けれども、その辺りの情報もしっかりと見極め

ながら、率先して宮崎県の産業育成のために末

端の事業所の把握等をしていただいて、その対

応をしていかないと、なかなか産業の伸びとい

うのが期待できないかなと思います。総合政策

部が中心になるのでしょうが、ぜひよろしくお

願いします。 

○児玉商工観光労働部長 御指摘ありがとうご

ざいます。商工業、観光業においても人手不足

なんですけれども、我々は一番それらの産業と

現場で直接渡り合っておりますので、現場の声

をしっかり吸い上げて、それを総合政策部とも

共有して取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

○黒岩委員 ６ページのところで外国人留学生

の数が出ているんですが、宮崎県は全国と比較

するといろんな部門で大体100分の１というふう

に私は認識しています。この資料では全国が33

万6,000人ほどとあるので、宮崎県は3,000人ぐ

らいいるのかなと思ったんですが、500人という

ことで、非常に少ないなという気がしておりま

す。 

 そういう中で、８ページの各企業のアンケー

トで高度外国人材を採用する際に苦労する点と

いうのがありますが、そもそも企業から見たと

きに高度外国人材を必要とするニーズがあるの

かどうかという点については、どういうふうに

捉えていらっしゃいますでしょうか。 

○湯浅雇用労働政策課長 県内企業における

ニーズは技能実習生が中心であって、他県と比

較すると高度外国人材はまだまだ少ない状況に

あると思います。 

 ただ、高度外国人材もニーズはあるはずで、

今後も外国人材が増える中で、高度外国人材も

増やしていかないといけない状況だと思ってい

ます。 

 そこで、県としては、高度外国人材の受入れ

に踏み出していない企業さんに対して、セミ

ナー等をしっかり行っていきながら、高度外国

人材や技能実習生等を受け入れる企業を増やし

ていきたいと考えております。 

○黒岩委員 ニーズはあるはずだというところ

ですけれども、今の制度としては、技能実習か

ら特定技能への移行、今後は育成就労も始まる

ところであります。宮崎県にはどのパターンが

合うのかと、どういったところにニーズがある

のかというところも的確に把握していただいて、

力を分散させず、戦略的に特化した形での外国

人材の確保も必要ではないかと考えております

から、また部内で検討をよろしくお願いしたい

と思います。 

○本田委員長 時間でございますので、これに

て商工観光労働部の御説明を終了とさせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。

では、執行部の皆さんは御退席いただいて結構

です。お疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

   午前10時54分休憩 

───────────────────── 

   午前10時56分再開 

○本田委員長 それでは委員会を再開いたしま

す。 

 次に、農政水産部に出席いただきました。執

行部の皆さんの紹介につきましては、お手元に

配付の配席表に代えさせていただきたいと存じ

ます。 

 それでは、概要説明をお願いいたします。 

○児玉農政水産部長 農政水産部でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 特別委員会資料の右下のページの２ページ目、



令和７年11月５日(水) 

 - 13 -

目次を御覧ください。 

 本日は、農業における外国人材確保の取組に

ついて、それから、漁業における外国人材確保

の取組について、それぞれ担当課長から御説明

をいたします。 

 私からは以上でございます。 

○堀ノ内担い手農地対策課長 担い手農地対策

課でございます。 

 農業における外国人材確保の取組について御

説明いたします。 

 資料の３ページを御覧ください。 

 １の現状でございますが、本県の農業におけ

る外国人労働者数は、令和６年10月末時点で、

194の事業所が1,172名を受け入れ、農林業にお

ける国籍別では、インドネシアが最も多く全体

の約43％、次いでベトナム、ミャンマーの順と

なっております。 

 また、在留資格別では、技能実習が全体の約

67％、特定技能が全体の約22％となっています。 

 ２の課題であります。 

 １つ目は、国内外における人材獲得競争が激

化していくことから、本県の農業が外国人材か

ら選ばれるための送出国との信頼関係を構築す

ること。 

２つ目は、本県には監理団体が少なく、他県

の監理団体を活用しているケースが多いため、

監理団体を誘致し、フォローアップ体制を強化

すること。 

３つ目は、農業に関する基礎知識や専門用語

を理解しているなど、即戦力となる人材の育成

が求められており、入国前の事前学習を強化す

ること。 

４つ目は、外国人材の住居確保対策を進める

こと。 

以上の４つの課題解決が必要と考えておりま

す。 

 ４ページを御覧ください。 

 ３の取組であります。 

 （１）送出国との関係構築では、海外の農業

系大学や送出機関に対して、本県農業の受入れ

環境のＰＲとしまして、本県で活躍する外国人

材の紹介や入国までの教育体制などの説明を行

い、本県農業に関心を持ってもらう取組を進め

ております。 

 また、これまではベトナムを中心に取組を進

めておりましたが、農林業分野で最も送り出し

が多いインドネシアをはじめ、ネパールやバン

グラデシュなど、新たな送出国との関係構築に

向けた調査も進めているところです。 

 さらに、農業に精通した高度外国人材の確保

に向け、昨年12月にはベトナム国立農業大学附

属送出機関と特定技能人材の確保・育成に関す

る覚書を締結し、学生のインターン先や卒業後

の就職先として、本県農業が選ばれるための連

携強化を進めているところです。 

 次に、（２）監理団体の誘致では、令和６年

度から７年度にかけ、県外の監理団体や登録支

援機関を４団体、県内に誘致しました。また、

今年の８月には、県内に農業人材を送り出す監

理団体や登録支援機関等を参集したネットワー

ク会議を開催し、県や関係団体の取組状況につ

いての情報共有や連携した取組に係る意見交換

を行ったところです。 

 ５ページをお願いいたします。 

 （３）入国前の事前学習では、県職員や受入

れ農家が講師となって、入国前の実習生に対し、

宮崎県の農業をはじめ文化や方言、生活環境な

どを事前に学習するもので、ベトナムで３回、

インドネシアで２回実施をしております。 

 また、これまでは、現地に出向き対面式で授
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業を行っていましたが、取組の拡大や効率化を

図る目的で、オンライン授業も取り入れ始めて

いるところです。さらに、現地の職員でも授業

が行えるよう多言語教材を作成し、本県の農業

や文化等を事前学習する「宮崎授業」を実施し

ている送出機関への提供も行っております。 

 この取組に対しまして、外国人材からは不安

払拭につながったという意見、受け入れた農業

者からは、農作業の習得が早い、コミュニケー

ション力が高いといった意見、送出機関からは、

受入れに係るミスマッチ防止につながるといっ

た意見など、高い評価を得ております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 （４）住居確保対策では、民間のアパートな

どにおいては、外国人の入居を拒むケースも多

いことから、空いている公営住宅の有効活用と

利用者１人当たりの家賃や生活費の軽減を図る

ことを目的に、ルームシェア方式による公営住

宅入居に向けた活用マニュアルを作成し、取組

を進めております。 

 家族ではない複数の入居者等がルームシェア

等により公営住宅を活用する場合は、目的外使

用となり、国から地域対応活用計画の承認を受

ける必要があります。このため、令和５年度に

は都城市の県営都北団地でモデル実証に取り組

み、令和６年度以降は、その実証結果を踏まえ

作成した活用マニュアルを基に、市町村営住宅

活用への取組拡大を進めているところです。 

 現在、５つの市で農業に従事する外国人材の

ルームシェアとして国から承認を受け、そのう

ち３つの市に対して、修繕費等に係る経費の一

部支援を実施、または検討しているところであ

ります。 

 令和９年度には、技能実習制度から育成就労

制度へと切り替わり、人材獲得競争はさらに激

化するものと思われます。今後とも、農業者や

外国人材に寄り添った受入れ環境を整備するな

ど、本県農業が就労先として選ばれる取組を進

めながら、外国人材の安定確保・定着を進めて

まいります。 

 説明は以上です。 

○西田水産政策課長 水産政策課でございます。 

 資料７ページを御覧ください。 

 漁業における外国人材確保の取組について説

明いたします。 

 １の現状です。 

 漁業では、平成４年当時の外国人研修制度に

より、カツオ一本釣漁業で外国人船員の受入れ

を開始しております。 

 現在は、技能実習制度、特定技能制度、マル

シップ方式の各制度を活用し、令和６年10月末

時点で597人の外国人材を受け入れており、国籍

はほとんどがインドネシアとなっております。 

 増加傾向にあった受入れ数は、コロナ禍で一

時減少したものの、令和４年度から再び増加し

ており、今後も業界主体で受入れが進むと想定

されております。 

 資料８ページを御覧ください。 

 ２の主な課題としまして、（１）の特定技能

の受入れノウハウの不足があります。これまで

に技能実習を受け入れていた一部の漁協は、登

録支援機関となって受入れを行っていますが、

それ以外の漁協ではノウハウ等がなく、人的負

担も大きいことから、新たに登録支援機関とな

るのが難しい状況にあります。 

 その他の課題としては、（２）の技能実習生

の受入れに係る人員等の体制確保があります。

来日して間もない技能実習生に対する技術指導

について、受入れ機関となる漁協によっては、

人員等の体制確保が困難な状況にあります。 
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 ３のこれらの課題に対する取組として、（１）

の特定技能の受入れにつきましては、県は公益

社団法人宮崎県漁村活性化推進機構が登録支援

機関となることを支援し、既に受け入れている

漁協と併せて、全県的な受入れ体制を構築して

おります。 

 また（２）の技能実習生の技術指導について

は、県立高等水産研修所の国際漁業研修におき

まして、本県漁業に関する研修等を実施してお

ります。 

 説明は以上になります。 

○本田委員長  執行部の説明が終わりました。 

 委員の皆様から御質問、御意見があればお願

いいたします。 

○二見委員 ６ページの公営住宅活用マニュア

ルについて伺いたいんですけれども、国の承認

の審査基準というのは、ここに列挙されている

ようなことを遵守するのが絶対条件なんですか。

というのも、例えば、その期間については１年

以内で設定することとなっていて、更新は可能

とはなっているわけなんですけれども、実習生

は基本的に数年間を基本として来るわけじゃな

いですか。その都度に更新というよりかは、逆

に技能実習生の方の更新ができなかった場合に

対応を考えるというほうが、外国人材としては

来やすいんじゃないかと思うんです。そこ辺は

どうなんですか。 

○堀ノ内担い手農地対策課長 この制度の目的

は永住者を想定していないということで、１年

の設定ということになっています。ただ、技能

実習生につきましては、年数が制限された在留

資格ですので、３年で計画を認められている事

例もございます。 

○山下委員 資料の３ページに県内に監理団体

等が少なく、迅速なフォローアップができてい

ないという課題が書いてありますけれども、今、

監理団体は幾つあるんですか。 

○堀ノ内担い手農地対策課長 本県に本社を有

する監理団体は４団体ございます。ただ、全て

は把握しておりませんが、本社ではなく、支店、

営業所等を設けている監理団体も多数ございま

して、私どもが把握しているこのような監理団

体は、令和５年度以降、６団体を誘致したとこ

ろでございます。 

○山下委員 あなた方がどれだけ各国の送出機

関等と連携を取っているかが、まだ私には見え

ないんです。 

 先ほども申しましたが、県内の食品製造業で

は、もうかなりの人たちが外国人に頼らないと

いけないという状況で、それなりの受入れを行

なっていると思うんです。その辺りを把握しな

がら送出機関と連携を取って太いパイプを作っ

ていくということは待ったなしの状況です。そ

のような課題と同時に、県内企業ともちゃんと

連携して、どれだけの情報ネットワークを築け

ているかということがまだ見えないんです。 

 やっぱりあなた方はもうちょっとエリアを広

げた対策を講じていかないといけないのかなと

思うんですが、そこ辺の見通しをお聞かせくだ

さい。 

○堀ノ内担い手農地対策課長 先ほど県で誘致

した監理団体等が、令和５年度以降６団体とい

う説明を申し上げましたが、それ以外に、直接

誘致の支援はしておりませんが、ＪＡグループ

がパートナー企業として登録している業者等も

含めまして、監理団体と登録支援機関等も含め

まして、県内16の団体と関係を構築しておりま

す。年に数回、情報共有や意見交換を行う取組

を開始し、今年８月には、第１回目の意見交換

を実施したところでございます。 
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○山下委員 農政水産部ですからお願いをして

おきたいのですが、農家がどんどん減ってきて

ますよね。県内で荒廃農地を出さないためには、

法人経営の土台をしっかりと築かないといけな

い。その中には、大きな課題として、スマート

農業の取組は必要だろうと思うんです。それで

も、とにかく働く人たちがいなくなっています

から、５年、10年先を考えると恐ろしい状況に

なるだろうと思うんです。そうなってくると、

外国人に頼らないと荒廃農地を防ぐこともでき

ません。だから農業法人に頑張れということも

言えない。 

 やっぱりその辺のことを踏まえた農政サイド

の外国人材確保の取組というのをもうちょっと

具現化していってほしいなと思うんです。その

辺の見通しを聞かせてください。 

○堀ノ内担い手農地対策課長 今年度から県内

の農業法人900法人に対しまして、個別の巡回調

査を計画しております。調査におきましては、

法人等が求める支援の聞き取りを行い、その聞

き取りの内容を踏まえた今後の施策についての

検討をする予定としております。 

○渡辺委員 制度改正で育成就労制度が始まろ

うとしていますけれども、私の知り合いで外国

人材を使って農業を営んでおられる方たちが一

番心配しているのは、従来と違って１年で転職

が可能になるということなんです。 

需給ギャップというのが非常に大きくなりま

すので、仮にそういう事態が起きると、農業だ

けではなく介護や建設の分野等でも外国人材が

たくさん来ていますから、農業から他分野に行

く可能性が非常に高く、露地の農業なんかは非

常に厳しいわけです。 

 実際にそういうことが起きたときにどのよう

に対応していくのか。その準備を進めておいて

いただきたいという、これは要望です。 

○堀ノ内担い手農地対策課長 農業から他産業

への転籍が起きないように、まずは入国前の段

階で宮崎農業の魅力をしっかり伝えて理解をし

ていただいた上で、本県の農業分野への就労に

入っていただくということを強化していきたい

と思っております。 

 その後も、転籍を防ぐ取組につきましては、

今後検討してまいりたいと考えております。 

○前屋敷委員 資料５ページの入国前の事前学

習について、去年から今年にかけてベトナム

で３回、インドネシアで２回実施されています

けれども、どの程度の時間をかけてこの事前学

習は行われているんですか。 

○堀ノ内担い手農地対策課長 事前学習の内容

としましては、宮崎県の観光・文化・歴史、農

業の歴史、農業生産の流れ、細かい分野で病害

虫防除や土壌肥料、あとは企業の紹介等を含め

まして、１時間から２時間ぐらいの授業内容と

なっております。 

○前屋敷委員 事前の学習というのは本当に大

事だと思います。どれだけ日本の農業、宮崎県

の農業に関心を持っていただいて働いてもらえ

るかという点では、１時間から２時間の授業で

心をつかむのはなかなか難しいので、やはり中

身も含めてもう少し丁寧に時間をかける必要が

あるかなと思いました。 

この辺のところはもっと力を入れて取組を進

めることが必要ではないかと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

○堀ノ内担い手農地対策課長 先ほどお答えし

た事前学習の時間につきましては、１つの項目

が１時間から２時間ということで、長い場合は

１週間をかけての授業を行っている場合もござ

います。少ない場合で２つの項目ですの
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で、３時間から４時間ということで訂正をさせ

ていただきます。 

○齊藤委員 せっかく事前学習という取組をし

ているにもかかわらず、なぜ参加者が１回で

１名とか２名と少ないんですか。下のインドネ

シアでの写真を見ると、生徒さんが少なくとも

５人ぐらい写っているんですけれども。 

○堀ノ内担い手農地対策課長 資料に掲載して

いる数は、その後、宮崎県に来られた方の数と

なっており、実際は１講座につき10名以上受講

をしていただいております。 

○黒岩委員 資料６ページの公営住宅の空き住

居の活用推進についてです。業界の方から相談

があり、先日、建築住宅課に公営住宅を修繕す

る際の補助について尋ねたところ、そのような

補助は聞いたことがないと回答がありました。 

今回、３つの市に対して公営住宅の修繕費を

補助するとあるのですが、これは国の制度と県

単独の制度のどちらなのか、そして、これは農

政水産分野に限った事業なのかという点につい

て教えていただきたいと思います。 

○堀ノ内担い手農地対策課長 こちらに記載し

た３市への支援につきましては、私ども農政水

産部が県単独の事業として予算措置をしまして、

実施をしているものでございます。 

○黒岩委員 農政水産分野に限った県単独の事

業ということであれば、このような事業を庁内

できちんと共有して、他の分野へと広げていく

努力をしていただきたい。 

先ほど福祉保健部に対しても申し上げたんで

すけれども、中心となる産業政策課があるわけ

ですから、そちらにもいろいろな制度を周知し

て、どこの課であっても制度を紹介できるよう

な体制をつくってほしいと思います。これは要

望でございます。 

もう１点、漁業についてお伺いしたいんです

が、外国人材の受入れに当たっての国の制度で、

例えばカツオ漁船であれば乗組員の半数以上は

日本人でなければならないとされており、外国

人材をたくさん受け入れたくても、その半数以

上の日本人が確保できないという現実がありま

す。 

そういったところで、制度のあり方について国

のほうに提言をするような活動も必要ではない

かと思っておりますが、現在、そのような取組

についてはいかがなものでしょうか。 

○西府水産局長 委員がおっしゃられた内容に

つきましては、業界からも非常に要望をいただ

いております。現在、水産庁や全漁連関係、全

日本海員組合、労働組合といったところと県内

業者の要望が通るよう、具体的に要望活動や意

見交換を行なっているところでございます。 

○黒岩委員 国の感触として見通しはいかがな

ものでしょうか。 

○西府水産局長 なかなかすんなりとはいかな

いという認識はありますけれども、常にしっか

りと声を上げていくことが大切だと思っていま

すので、諦めずに声を届けていきたいと思って

います。 

○本田委員長 それでは時間が参りましたので、

農政水産部の説明を終了としたいと思います。

本日は御説明ありがとうございました。それで

は、執行部の皆様は御退席いただいて結構です。 

 暫時休憩いたします。 

   午前11時23分休憩 

───────────────────── 

   午前11時25分再開 

○本田委員長 委員会を再開いたします。 

 次に、県土整備部に出席いただきました。 

 執行部の皆さんの紹介につきましては、お手
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元に配付の配席表に代えさせていただきたいと

存じます。 

 それでは、概要説明を県土整備部長にお願い

いたします。 

○桑畑県土整備部長 県土整備部でございます。

よろしくお願いいたします。 

 近年、自然災害が激甚化、頻発化する中、社

会インフラの整備、維持管理に加えまして、県

民の生命財産を守る防災、減災の取組など、建

設業の果たす役割はますます重要となっており

ます。 

 一方で、若年入職者の減少や技術者の高齢化

が進んでおり、外国人材をはじめとした担い手

の確保が課題となっております。 

 国では、技能実習生に代わる新しい制度とし

て育成就労制度が創設される予定であり、本県

でも建設業を支える人材として外国人材の果た

す役割はさらに高まっていることから、今後も

外国人材の確保に向けた取組を積極的に進める

必要があります。 

 本日は、建設業における外国人材確保の取組

についてと、ほか１件について担当課長から御

説明いたします。よろしくお願いいたします。 

○小薗管理課長 建設業における外国人材確保

の取組について御説明いたします。 

 委員会資料の３ページ上段の枠囲みを御覧く

ださい。 

 白丸の１つ目にございますとおり、県内の建

設業就業者数は、直近令和２年の国勢調査で

４万1,000人と、ピーク時から約４割減少してい

るところでございます。年齢構成といたしまし

ても60歳以上が約３割、若年層は１割を下回る

状況にございます。 

 また、その下の有効求人倍率も他産業と比較

して高い状況にございます。すなわち労働者が

減少しているにもかかわらず、募集しても集ま

らないような状況でございます。 

 また、高齢者の割合から、今後はこれまで以

上のスピードで労働力が減少することが懸念さ

れます。このため、新たな担い手の確保が喫緊

の課題となってございます。 

 このような中、次の白丸です。建設業におけ

る外国人労働者は、労働局調査で900人程度、就

業者に占める割合としてはそれほど高くはござ

いませんが、令和２年と比較しますと400人増と

大きく伸びている状況でございます。外国人を

雇用いたします事業所も256事業所と、同様に大

きく増加しております。国籍別では、インドネ

シアが増加しており全体の40％、ベトナムも同

程度ですので、２か国で約８割を占めるような

状況でございます。在留資格別では、技能実習

が729人と、技術を習得するために働く方が全体

の８割となっております。 

 以下、次の４ページにかけまして、ただいま

御説明しましたデータの詳細を記載しておりま

す。 

 ５ページを御覧ください。 

 このような中での県の取組内容です。 

 ①の現地関係機関との連携につきましては、

まず、白丸一つ目でございますが、昨年度にベ

トナムを訪問いたしまして、送出機関や日本語

学校等との意見交換を行いまして、現地の情勢

把握を行っているところでございます。また、

今年度はインドネシアにおいて調査を行うこと

としております。 

 下の丸印を御覧ください。関係機関の招聘と

いうことで、今年度、既にインドネシアの送出

機関との意見交換を県庁において実施したとこ

ろであり、その後、本県の外国人材受入企業を

一緒に訪問したところでございます。 
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 インドネシア現地の状況の受け止めは関係者

により異なる部分もあるかと思いますが、当該

機関によりますと、現在のインドネシアは大変

な就職難にあるとのことで、制度が整っていて

過ごしやすい日本は人気があるという情報をい

ただいており、今後の展開を図る上で心強く感

じたところでございます。 

 これらの情報も活用しながら、先ほど申し上

げましたインドネシアの現地調査を実施してま

いります。 

 右上の②を御覧ください。取組の２点目、来

日希望外国人材へのＰＲでございます。 

 昨年度のベトナムでの現地調査におきまして、

宮崎県の情報提供が大事との意見もいただいて

おります。農政水産部の取組を参考に建設業版

の「宮崎授業」を実施いたしまして、来県を前

にした外国人材に本県の言葉や文化、建設業の

現状などをオンラインで説明いたしまして、来

県後のスムーズな定着につながるよう取り組ん

だところでございます。 

 まだ実績は少ないですが、このような地道な

取組も併せて進めてまいります。 

 次の丸印を御覧ください。県におきましては、

建設業向けのポータルサイト「ビルミヤ」を開

設しております。外国人材の受入れ企業や支援

体制、就業者の生の声などを掲載いたしまして

ＰＲに努めているところでございます。 

 アクセス性の向上など工夫の課題もございま

すが、外国人にも見やすい構成、内容となるよ

う必要な改善を図りつつ、小まめな情報更新な

ども行いながら注目を集めるよう取り組んでま

いります。 

 次の６ページを御覧ください。 

 ③の受入企業等への支援でございます。まず

はセミナーの開催についてですが、採用力を強

化するセミナーということで、外国人材を実際

に雇用する企業の方から留意点等を説明してい

ただき、採用を検討する企業の疑問や悩みの解

消に取り組んだところでございます。 

 また、その下の丸印、キャリアアップ支援に

ついては、従業員が業務に必要な資格を取得す

る場合に負担する経費につきまして、外国人材

に対しても支援を行っているところでございま

す。一番下の米印にありますとおり、こちらも

数は少ないですけれども、外国人材の活用実績

もあるところでございます。 

 右上の丸印、受入企業等への出張相談でござ

います。 

 昨年度外国人材の受入企業や受入れを検討す

る企業にこちらから直接出向きまして、受入れ

る上での悩みなどをお聞きしたところでござい

ます。言葉の問題、あるいは監理団体の情報不

足等の意見をいただいており、その下の丸印に

ありますとおり、今年度は建設業者へのアン

ケートの中に外国人材の受入れに係る質問を設

けておりますので、これらの回答等も踏まえま

して引き続き必要な対策を検討していくことと

しております。 

 管理課からの説明は以上であります。 

○松田建築住宅課長 建築住宅課でございます。 

 公営住宅における目的外使用による外国人の

受入れについて御説明いたします。 

 委員会資料の７ページを御覧ください。 

 初めに、公営住宅の概要について御説明いた

します。 

 １のところですが、公営住宅は、地方公共団

体が運営する住宅で、住宅に困窮する低額所得

者に対して低廉な家賃で賃貸するものでありま

す。 

 ２の県内の公営住宅戸数は、令和７年３月31



令和７年11月５日(水) 

 - 20 -

日現在で県営住宅が108団地8,696戸、市町村営

住宅が491団地２万857戸で、合わせまして２万

9,553戸となります。 

 ３の入居要件ですが、現在、住宅に困ってい

ることや同居親族等があること、収入基準を満

たしていることなどとなっておりまして、米印

にありますとおり、外国籍の方は永住権や特別

永住権等を得ていることが要件に加わります。 

 ４の公営住宅の目的外使用につきましては、

本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ

合理的な管理に支障のない範囲内で、地方整備

局長の承認を得た上で、公営住宅以外の用途に

使用させることとなっており、企業が雇用する

外国人労働者等のうち、先ほど申し上げまし

た３の入居要件を満たさない方の受入れについ

ては、この目的外使用により入居していただく

ことになります。 

 次に、８ページを御覧ください。 

 令和７年10月１日現在の県営住宅での目的外

使用例でございます。 

 県営住宅では、グループホームや災害被害者

の仮住居、そして外国人労働者の受入れとして

目的外使用により活用を図っております。 

 １つ目のグループホームとしては、都城市に

あります都原団地の住戸３戸を、２つ目の自然

災害等による被災者の仮住居として、宮崎市に

あります小戸団地など計３戸を、最後の外国人

労働者の受入れにつきましては、都城市にあり

ます都北団地の４戸を目的外使用住戸として管

理していますが、これ以外にも一番下の米印に

ありますとおり、ＤＶ被害者やウクライナから

の避難者も受け入れております。 

 また、米印の上のところですが、公営住宅へ

の入居を希望する外国人労働者の中で、先ほど

説明しました同居親族や収入などの入居要件を

満たさない場合は、地域対応活用という目的外

使用の制度により入居が可能となります。 

 ９ページを御覧ください。 

 地域対応活用の目的外使用の概要と県営住宅

での実績について説明いたします。 

 １の概要ですが、公営住宅の目的外使用につ

きましては、情勢に応じた柔軟な使用ができる

よう、その都度、国から通知が発出されており

まして、平成21年２月には、特定の場合に限ら

ず、地域における住宅に対する多様な需要に対

応し、居住の安定を確保するために、住宅の空

き状況など、それぞれの事情に応じて弾力的な

活用ができるよう、地域対応活用計画の制度が

通知されております。 

 この制度により、本県の外国人材受入れ時の

課題である住宅確保対策の一つとして、公営住

宅の活用が可能となったため、農政水産部局と

連携し、都城市の都北団地で試行的に農業系の

外国人材の受入れを実施したところでございま

す。 

 ２からは実施した具体的な内容となりますが、

対象団地は、都城市にあります都北団地で、

４階から５階の空き住戸４戸で取り組み、間取

りが３Ｋで、１つの住戸を二、三名で使用する

ルームシェア形式、対象期間は令和６年２月か

ら令和８年３月まで、使用料は１戸当たり１万

3,300円です。 

 これは、収入等に応じて算定する住宅使用料

の最も少ない区分での使用料となります。 

 ５のその他入居条件として、自治会活動への

参加をお願いいたしました。 

 次に10ページを御覧ください。 

 市町村営住宅における事例でございますが、

令和７年10月１日時点において宮崎市ほか４市

で事例があり、計15団地51戸で農業技能実習生
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やその他外国人材の受入れを行っております。 

 説明は以上であります。 

○本田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。 

 委員の皆様から御質問、御意見等があればよ

ろしくお願いいたします。 

○今村委員 資料の６ページのキャリアアップ

支援に関して、実績が少ないとの説明がありま

したけれども、応募期間が短かったとか、応募

が少なかったなど、その要因が分かれば教えて

ください。 

○小薗管理課長 委員のおっしゃいますとおり、

応募期間の問題や母数の少なさというところも

あろうかと思いますが、１点はやはり語学の問

題もあろうかと思います。一定程度日本語がで

きないと試験もなかなか受けづらく、外国語対

応での試験を受けようとすると県外まで行かな

いといけないという状況もありますので、そう

いった要因もあるのではないかと考えてござい

ます。 

○今村委員 キャリアアップを望んで来るとい

う外国人の方も結構いらっしゃると聞きました

ので、周知のほうも力を入れていただければと

思います。 

 あと、資料10ページの県営住宅に関してです

が、表の分野の欄で農業と書かれている部分は

分かるのですが、指定なしと書かれたところに

関しては、特に基準はなく、農業以外の分野で

も活用できるという認識でよかったでしょうか。

○松田建築住宅課長 この指定なしという部分

につきましては、建設業であったり福祉関係と

いったところでの外国人材も含めているという

ところで、各市取り組んでいると思います。 

○永山委員 資料の６ページに関連してなんで

すが、知り合いの建設業の方が、ベトナムとイ

ンドネシアからと技能実習生を受け入れていた

ところ、ベトナムの方が１か月分の給料をもら

って、そのまま失踪してしまう問題が発生した

という状況なんですけれども、これは多分建設

業に限ったことではないとは思うんですが、県

内の失踪等に関する課題の把握であったり、そ

の対策を講じているところがあれば、教えてい

ただきたいと思います。 

○小薗管理課長 委員のおっしゃるとおり失踪

の問題というのは全国的にあるものと承知して

ございます。ただ、県のほうでは、今のところ

建設業について従業員がいなくなったというよ

うな声が直接届いているわけではございません。

また状況も見ながら、必要に応じて対策を検討

していく必要があろうかと思いますが、現状の

ところ、失踪を把握するための報告の仕組みな

どを講じている状況ではございません。 

○永山委員 おそらく、業界の中では失踪のこ

となどいろいろ情報交換をされているようです。 

お話しした事例では、働き始めて１か月で給与

をもらった後に失踪したということでしたので、

始めからそのつもりだったのではないかと思う

のですが、実際に企業側としても、外国人材を

受け入れるための初期投資が不意になってしま

いますから、事例の把握や失踪を防ぐための待

遇の改善といった対策なども業界としっかり連

携して検討いただければと思います。 

○二見委員 キャリアップ支援のことなんです

けれども、県内調査で訪問した日向市の旭建設

株式会社さんが受け入れていた高度外国人材の

方達の話を聞くと若くして納得するようなキャ

リアをお持ちでした。ですから、先ほどの商工

観光労働部の説明の際は、高度外国人材を採用

したくてもなかなかできないというような話も

あったんですが、これは一つの企業がいわゆる
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ブレイクスルーするところ、技術革新をして次

の次元で産業を興そうというなかで高度外国人

材の活用があるのかなと感じたところでした。 

 一方で、技能実習生の方達も日本に来て技術

を学ぶだけではなくてお金もためたいというと

ころもあるので、特定技能への移行など、それ

ぞれのキャリアプランがあって、それに応じる

ことのできる、国内でのキャリアアップや、帰

国後に母国の産業育成につなげていけるような

サポートといった受入れ側としての情報提供の

仕方があると思います。 

 インドネシアを調査した際は、産業が少ない

ので、日本企業からバックアップしてもらえる

と非常にありがたいというような声も確かにあ

りました。宮崎県だけでできることでもないの

かもしれないですが、そういう視点を持ちなが

ら、今後の対応を考えていく必要があるのかな

と思います。外国人材のためのキャリアップは、

日本の企業が外国において新たな産業を広げて

いくことのできる視点を持つことにつながる考

え方もあるのではないかと感じたところでした。 

 宮崎県での技能実習を終えて帰国したインド

ネシアの若者が、母国で酪農や養鶏、建築士な

どをされていて、なかなか羽振りの良さそうな

感じを醸し出されていたので、やはりそういう

視点の下でいい関係ができてくるのかなと。イ

ンドネシアの方達も国内で産業が増えて働く場

ができれば喜んでもらえると思いますので。 

 ぜひ外国人材のキャリアアップについて、日

本語能力の問題だけではなく、こちらとは物価

も違いますから、日本でどれくらいの資金をた

めればよいのかなどを監理団体等ともしっかり

連携することも検討する必要があるのかと思い

ましたので、意見させていただきました。 

○小薗管理課長 貴重な御意見ありがとうござ

います。全く同じ気持ちを持ってございます。 

やはり資格取得につきましては、県の建設産業

の底上げ、あるいは個人のスキルアップという

ことでウィン・ウィンの取組だと思いますので、

引き続き大事に取り組んでいく必要があると考

えてございます。 

 委員が冒頭におっしゃられました、人材不足

を埋めるにしろ、企業の考え方のブレイクス

ルーが必要だという御意見も、そのとおりかと

思います。企業へのアンケートだと、なかなか

母数が少ないですので絶対的な全体像の把握が

難しい面はあるんですけれども、現状をお聞き

しますと、人手不足感はありながらも、外国人

の採用は今のところ予定していませんというよ

うなお答えが相当数あるというのが実態でござ

います。やはり日本語ができない相手との意思

疎通の不安などがある中で当面は予定がないと

いうような御回答なのかと考えますが、そうし

ますと、ではどうやって会社を回すんですかと

いう危機感を私どもも訴えていかないといけな

いのかなと思います。 

 そういった意味で、そのような不安を解消す

るためにも、打って出るような相談受付体制と

いったところに微力ながら取り組ませていただ

いているところでございます。 

 全体では行き届かない部分も多々あろうかと

は思うんですけれども、少なくとも続けていく

ことによりまして、そういった企業さんのマイ

ンドを少しでも改善できればと思って取り組ま

せていただいております。引き続き努力してま

いります。 

○本田委員長 ほかよろしいでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長 それでは、質疑もないようでご

ざいますので、これで終了としたいと存じます。 
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 執行部の皆様は御退席いただいて結構でござ

います。どうもありがとうございました。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

   午前11時46分休憩 

───────────────────── 

   午前11時48分再開 

○本田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 次に、４の協議事項に入っていきます。 

 まず、（１）の「次回委員会について」でご

ざいます。 

 現在、考えているところでございますけれど

も、これまでの調査の中で、外国人材の受入れ

に当たっては、地域社会を構成する一員として

受入れ、日本人と外国人が互いに尊重し合い、

安全・安心に暮らせる共生社会の実現を推進し

ていくことが重要であることも明らかになって

きたところだと思います。 

 そのため、次回の委員会では、外国人との共

生に関する取組について、執行部から説明をい

ただこうかと考えているところであります。商

工観光労働部、福祉保健部、教育委員会、県警

察本部と現在調整をしているところです。 

 また、午後になりますけれども、本県の外国

人材受入・定着支援センターを委託している宮

城県の東洋ワーク株式会社の取組を調査したい

と考えております。 

 次回の委員会の調査内容につきまして、御意

見や御要望があればよろしくお願いいたします。 

 暫時休憩いたします 

   午前11時50分休憩 

───────────────────── 

   午前11時51分再開 

○本田委員長 では、委員会を再開いたします。 

 今お聞きしました御要望を反映して次回の委

員会を開催していきたいと思っております。 

 なお、次回の12月８日の日程をもって一区切

りとなります。残りの日程は報告書や委員長報

告をまとめるための委員協議となります。引き

続き御協力のほどよろしくお願いしたいという

ところであります。 

 何か御意見はございませんでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長 特にないようですので、次回以

降の委員会の内容につきましては、正副委員長

に御一任をいただきたいと存じますが、よろし

いでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきたいと存じます。 

 最後になりますが、協議事項の（２）「その

他」でございますけれども、委員の皆様から何

かございませんでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長 では、次の委員会は、12月８日

の月曜日午後10時からを予定しております。 

 それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

たいと思います。 

   午前11時55分閉会 
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